
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
～脱コロナに向けた協生支援金～

新型コロナウイルス感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生
活を支援し地方創生を図るため、緊急経済対策の全ての事項についての対応として、地方公共団体が
地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施できるよう、「新型コロナウイルス感染症対応地
方創生臨時交付金～脱コロナに向けた協生支援金～ 」を創設する。

１兆円

内閣府（地方創生推進室） ただし、各府省に移し替えて執行

１．補正予算計上額
２．所管
３．交付対象等

４．使途

（１）交付対象 ：実施計画を策定する地方公共団体（都道府県・市町村）

（２）交付方法 ：実施計画に掲載された事業（※）のうち国庫補助事業の地方負担分と地方単独
事業の所要経費の合計額に対し、交付限度額を上限として交付金を交付
※ ソフト事業を中心とし、それに付随するハード事業も対象

（３）交付限度額：人口、財政力、新型コロナウイルスの感染状況、国庫補助事業の地方負担額
等に基づき算定

地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに実施する
・ 新型コロナウイルス感染症に対する対応（感染拡大の防止策、医療提供体制の整備）
・ 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた地域経済、住民生活の支援
等の事業に充当。
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